
 

東彼杵町起業家等支援補助金交付要綱 

平成２８年５月３０日 

告示第５０号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、東彼杵町内での起業家・事業承継者（以下「起業家等」という。）を

支援し、その活動を通じて地域課題の解決を図るとともに、本町への移住・定住の促進策

とすることを目的に、予算の定めるところにより、東彼杵町起業家等支援補助金（以下「補

助金」という。）を交付するものとし、その交付については、東彼杵町補助金等交付規則

（平成１６年４月２１日規則第２２号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付対象者は、次の(1)から(6)に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（１） 個人にあっては、新たに起業する者（事業承継を行う者を含む）または、町内で

起業した日から起算して３年未満であること。 

（２） 法人にあっては、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第５項に

定める小規模企業者であって、町内において新たに法人を設立し、事業を開始する者ま

たは、既に町外で法人を営んでいる場合は、町内に新たに事業所（支店・営業所等を含

む）を設置し、当該事業所において事業を開始する者であること。なお、法人設立日ま

たは事業所設置日から起算して３年未満である場合も対象とする。 

（３） 原則として東彼商工会の会員又は入会手続中の者で、経営指導を受け、営業にあ

たり必要な許可を受けている者であること。 

（４） 個人にあっては、東彼杵町内に居住していること、または、事業期間完了日まで

に東彼杵町内に居住し、起業または事業承継後も定住すること。 

（５） 法人にあっては、補助事業の実施期間中、町内において継続して事業活動を行う

意思を有し、かつ、補助事業完了後も町内で事業を継続することが見込まれること。 

（６） 法令順守上の問題を抱えている者でないこと。 

（７） 申請を行う者または設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力または反

社会的勢力との関係を有する者でないこと。 

（８） 町税（住民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう）を滞納して

いないこと。 

（補助の対象事業及び補助率等） 



 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「事業」という。）の内容、対象経費、補助

率及び補助限度額は、別表のとおりとし、かつ、次の各号に掲げる条件を全て満たすもの

とする。 

（１） 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 

（２） 交付決定日以降、補助事業期間内に補助対象者名義（法人の場合は法人の代表者

として）の契約・発注により発生した経費 

（３） 原則として、個人事業にあっては開業後、法人にあっては設立後または代表者変

更後に支払った経費（ただし、個人事業にて起業する場合にのみ開業前に支払った経費

も対象とする。） 

（４） 補助事業期間内に支払った経費のうち、証拠書類等によって金額、内容及び支払

時期等が確認できる経費 

（５） 法令や内部規定等に照らして適正であること。 

（６） 経済性や効率性を考慮して経費を使用していること。 

２ 交付金額に１，０００円未満の端数があるときには、これを切り捨てる。 

（補助金の交付の申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書（様式第１号）に次の書類

を添付し、町長に提出するものとする 

（１） 事業計画書（様式第２号） 

（２） 収支計画書（様式第３号） 

（３） 事業費内訳書（事業費積算の根拠を示したもの） 

（４） 東彼商工会入会を証する書類の写し又は入会手続を証する書類の写し 

（５） 既に開業した者にあっては、開業したことを証する書類 

（６） その他町長が必要と認める書類 

２ 補助金の交付を受けようとする者は、その申請時に仕入れに係る消費税等相当額（補助

対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規

定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗

じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを

減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入れに係る消費税等相当額

が明らかでない場合については、この限りでない。 

３ 前項に係る消費税等相当額の報告は、消費税等相当額報告書（様式第４号）により行う



 

ものとする。 

（審査等） 

第５条 町長は、補助金の交付の適否及び補助金の額について審査するため、起業家等支援

事業審査委員会（以下「審査委員会」という）を設置し、審査委員会の構成等について必

要な事項は別に定める。 

２ 審査委員会は、申請書の提出があった場合は、申請内容について書面及び申請者から事

業内容の聴取により、補助金の交付の適否及び補助金の額について審査し、その結果を町

長に報告しなければならない。 

（補助金の交付決定） 

第６条 町長は、補助金の交付を適当と認めた時は、補助金交付決定通知書（様式第５号）

により申請者に通知するものとする。 

（事業の変更等） 

第７条 規則第６条第２項の規定により、変更・中止又は廃止の承認を受けようとする者は、

変更の場合にあっては事業計画変更承認交付申請書（様式第６－１号）に第４条に規定す

る添付書類のうち、変更が生じたものを添えて、中止（廃止）の場合にあっては事業計画

中止（廃止）承認交付申請書（様式第６－２号）を町長に提出しなければならない。 

２ 規則第６条第２項第１号の規定による軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。 

（１） 補助事業の達成に支障を来たすと認められる経費配分の変更 

（２） 対象経費の総額の２割を超える事業費の増減 

（３） 補助金の額の変更を伴う事業計画の変更 

３ 前条の規定は、第１項の承認をした場合に準用する。 

（実績報告書） 

第８条 交付決定者は、事業が完了したときは、事業に係る実績報告書（様式第７号）に、

次の書類を添付し、事業が完了した日から３０日を経過した日又は翌年度の４月１０日の

いずれか早い日までに町長に提出するものとする。 

（１） 事業実績書（様式第８号） 

（２） 収支精算書（様式第９号） 

（３） 写真（事業の実施状況及び実施結果等が確認できるもの） 

（４） 領収書等の写し 

（５） その他町長が必要と認める書類 

（交付請求） 



 

第９条 規則第１８条の規定による補助金を請求する場合は、補助金交付請求書（様式第１

０号）によるものとし、概算払にあっては次の書類を添付する。 

（１） 契約の写し（書面による契約を行っている場合のみ） 

（２） その他町長が必要と認める書類 

（財産処分の制限） 

第１０条 規則第２２条の規定による承認を受けようとする場合は、目的外使用承認申請書

（様式第１１号）を町長に提出しなければならない。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。 

附 則(平成28年12月16日告示第98号) 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則(平成30年4月11日告示第36号) 

この告示は、平成30年度の予算に係る補助金から施行する。 

附 則(令和3年12月1日告示第139号) 

この告示は、令和3年12月1日から施行する。 

附 則(令和6年6月5日告示第76号) 

この要綱は、令和6年6月5日から施行する。 

  附 則(令和7年5月27日告示第54号) 

この要綱は、令和7年6月2日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

対象経費（50万円以上） 補助率 補助金限度額 

①人件費（申請者及び申請者

の三親等以内の親族に係るも

のを除く。） 

②官公庁への申請書類作成等

に係る経費（登録免許税、収

入印紙代等を除く。） 

③店舗等借入れ費（申請者及

2／3以内 100万円 



 

び申請者の三親等以内の親族

が所有する不動産に係るもの

を除く。） 

④原材料費 

⑤通信運搬費 

⑥光熱水費 

⑦知的財産等関係経費 

⑧謝金 

⑨旅費 

⑩マーケティング調査費 

⑪広報費 

⑫外注費及び委託費 

⑬研修費（事業承継のための

研修に係る生活支援を含む。） 

⑭設計費 

⑮工事費（工事監理費並びに

電気、ガス及び給排水等の附

帯工事費を含む。） 

⑯設備費、備品費（不動産、

車両の購入を除く。） 

⑰その他町長が特に必要と認

める経費 



 

 


